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【推進委員会の役割】

地域全体で主体的に子

供の教育を支援する体

制を構築する。

活動に関わる地域住民（ボランティア）

【構成委員】
（１） 向東区長会会長
（２） 社会福祉協議会会長
（３） ＰＴＡ会長(小・中)
（４） 民生児童委員協議会会長
（５） 公民館長
（６） 青少年健全育成連絡協議会会長
（７） 向東町公衆衛生推進協議会会長
（８） 体育協会会長
（９） ＮＰＯ法人おのみち寺子屋理事長
（１０）消防団向東分団長
（１１）子ども会育成連会長
(１２）子育てサロン代表

指導助言 学校経営企画課・教育指導課

意見

令和６年度 向東地域学校運営協議会・地域教育支援推進委員会 組織体制

【推進委員会日程】

・５月：第１回（計画等）

・２月：第２回（報告等）

任命

地域

向東小学校・中学校

向東地域学校運営協議会（学校運営に係る意見）地域
学校

【協議会の役割】

○校長が作成する学校運営の基本

方針を承認する。

○学校運営について，教育委員会又

は校長に意見を述べることができる

○教職員の任用について，教育委員

会に意見を述べることができる

【構成委員】

１号委員（保護者） 鎰廣 徹（小）
澤田 裕美（中）

２号委員（地域住民） 中原 朗
柿本 和彦
河邉 計貴
松浦 綾美
梶矢 里美(小）

３号委員（対象学校の運営に資する活動を行うもの）
仲原 美子

４号委員（学識経験者） 林原 慎

【学校運営協議会程】

・４月 ：基本方針承認

・８月 ：中間報告・評価

・11月：中間報告

・２月：年間報告・評価

地域教育支援推進委員会（学校ボランティアに係る調整）

（１） 学校と地域が協働し，児

童生徒の学力を伸ばします

～主体的に学び続ける子供～

指導助言 生涯学習課

（２）学校と地域が協働し，児

童生徒の豊かな心を育みます

～心身ともに成長しようとする

子供～

（３）学校と地域が協働し，児

童生徒が地域や社会に貢献

できる力を育てます

～自立し協働できる子供～

以上のミッションステートメント

を実現するため，児童生徒の

９年間の成長段階を考慮した

目標を策定し，小・中学校の

学校経営や学校評価に反映

し，保護者や地域社会の信頼

に応える学校づくりをすすめま

す。

指導助言

ミッション

ステートメント


